
2020 年度 追手門学院大学課外活動団体 

新入生勧誘の手引き 

追手門学院大学学生支援部学生支援課 

追手門学院大学学友会追風 運営委員会 



目   次 

追手門学院大学学友会追風 新入生勧誘ルール・・・・・・・・１ 

勧誘可能区域図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 

情宣活動について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６ 

<様式> 

勧誘活動様式① 勧誘活動等に関する誓約書 

追風様式①   追風物品借用書 

勧誘活動様式② 情宣活動許可願 

勧誘活動様式③ ブース出展申請書 



1 

2020 年度 新入生の勧誘について

追手門学院大学学友会追風 新入生勧誘ルール 

追手門学院大学 学友会追風運営委員会 

追手門学院大学 学生支援部 学生支援課 

【勧誘規程の意義・目的】 

 本規程は新入生の人権保護を考え、勧誘の際に新入生に対して強引な勧誘や、非道徳的な勧誘に

よって精神的苦痛を与えない、健全な勧誘を団体に行ってもらうためのものであり、決して団体の

勧誘活動を束縛するものではない。本規程はいわば勧誘する側とされる側がよりよい関係であるた

めの約束事であるとともに、各団体が円滑に勧誘することができるようにするための約束事であ

る。 

【適用】 

 追手門学院大学学友会追風に属する全団体、全会員、本学学生から勧誘の依頼を受けた他大学生

及び OB に適用される。 

【期間・時間】 

 日  時：2020 年 4 月１日（水）9：00 から 5 月 29 日（金）17：00 まで 

 勧誘時間：9：00～17：00 

 ※2020 年 4 月 4 日（土）入学式 場所 おおきにアリーナ舞洲での勧誘は別途案内。 

 ※なお、土曜日・日曜日・祝日は除く。祝日が授業実施日の場合は勧誘活動を認める。 

 ※６月以降の勧誘は自由とし、「広報活動届（学内用）」で手続きを行う。 

【場所】 

・安威キャンパス 

ゼブラスクエア、2 号館前広場、図書館前広場、将軍山会館前スロープ、６号館前 

（詳細別紙参照） 

・総持寺キャンパス 

 クローバーエリア、大学棟 3 辺並木道、食堂前（詳細別紙地図参照） 

※安威キャンパス学友会センターを除き、総持寺・安威ともに建物内での勧誘は禁止とする。 

※状況に応じて新たに勧誘禁止区域を設定する場合もあるので、勧誘禁止となった場合は速やかに

学友会追風運営委員会（以下、「運営委員会」という。）を通じて連絡する。 

【勧誘プロジェクトチーム】 

 ・勧誘時の問題に対処するため、勧誘期間中、運営委員会に「勧誘プロジェクトチーム」を設置

する。 
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 ・勧誘プロジェクトチームは、学友会追風の運営委員をもって構成する。 

 ・勧誘を行うものは勧誘のルールに従うこと。 

 ・勧誘プロジェクトチームは、本ルールを逸脱した個人及び団体に対して、罰則など適切な措置

を行う。 

【勧誘を行うにあたっての注意事項】 

 ■禁止行為について 

  勧誘における禁止行為を以下に定める。 

１．新入生に対する 3人以上での勧誘 

２．新入生の授業への出席及び受講の妨げとなる行為 

３．電話番号やメールアドレス等、連絡先の強制的な聞き出し 

４．強引かつ非道徳的な勧誘、強制的な誘導 

５．勧誘可能区域外での勧誘 

６．腕章を着けたままでのコンビニ、書店、食堂、及び勧誘可能区域外に出るこ

と（ただし新入生の案内等で通過するのは許可とする） 

７．バス内での勧誘行為 

８．周辺に危険を及ぼす行為 

９．勧誘プロジェクトチームの指示に反する行為 

１０．その他、勧誘される新入生が不快と感じる行為 

上記禁止行為を行った団体には勧誘プロジェクトチームからの警告を実施し下記の処置を適

用する。 

・警告１回目・・・チェックシートへの団体名、学籍番号、氏名の記載及び厳

重注意 

   ・警告２回目・・・翌日から３日間の腕章半分取り上げ 

   ・警告３回目・・・警告を受けた翌日、翌々日の勧誘活動停止 

■腕章について 

 ・腕章は、運営委員会に追風物品借用書を提出したら借りることができる。 

（枚数規制はなし） 

  ・腕章は、運営委員会指定のものを右または左腕のはっきり目視できるところに着けること。

身体的な問題で腕章を規程のとおり着けられない者については勧誘プロジェクトチームが相

談に応じるものとし、その上で勧誘の許可を検討する。 

  ・腕章に関する注意を受けて団体名を聞かれた場合は必ず正直に答えること。 

  ・勧誘物を配布する場合は必ず腕章を着けること。 

  ・勧誘期間中、腕章を紛失・破損した場合は運営委員会からの請求に応じ、新規購入費を支払

うこと。 



3 

 ■情宣物設置について 

  情宣物は「情宣活動許可願」にて事前に申請すること。 

  様式について、CAMPUSSQUARE 掲示版よりダウンロード 

  ※公認クラブ、プランニンググループ、合同学園祭実行委員は課外活動専用 URL にも掲示 

 ■他大学生または OB・OG の勧誘について 

  運営委員会に相談のもと、本学の団体に所属する他大学生の勧誘活動を認める。 

※ただし、本学の勧誘ルールに従ってもらうこととし、腕章は団体が借りている範囲で使用す

ること。ルール違反の責任は他大学生の所属する本学の団体が負うものとする。 

 ■新入生同士の勧誘について 

  新入生同士の勧誘活動は許可とする。 

  ※ただし、腕章は団体が借りている範囲で使用すること。 

 ■特例事項 

  安威キャンパスにて、健康診断に並んでいる新入生に対する勧誘活動は禁止とする。 

 ■各書類の提出について【窓口開室時間：運営委員会 16 時半まで 学生支援課 17 時まで】 

  ・勧誘活動等に関する誓約書・・・3 月２５日（水） 

   提出先：安威キャンパス学生会館 1 階 運営委員会→1 号館 1 階学生支援課 

・情宣活動許可願・・・・・・・・3 月２５日（水） 

提出先：安威キャンパス学生会館 1 階 運営委員会→1 号館 1 階学生支援課 

  ・追風物品借用書・・・・・・・・3 月 4 日（水） 

   提出先：安威キャンパス学生会館 1 階 運営委員会 

  ・ブース出展申請書・・・・・・・3 月 4 日（水） 

   提出先：安威キャンパス学生会館 1 階 運営委員会 

 ■学友会追風運営委員会の事務取扱日について 

  期間中は事務取扱日が限られているので注意すること。 

  事務取扱日  勧誘関係書類、情宣物提出専用事務取扱日 
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     勧誘可能区域（地図上） 

将軍山会館 
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第 2研究棟 
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中央棟 

図書館 

研究棟 

5号館 

4号館 

学生会館 

学友会センター 

※ 階段、学友会センター以外の屋内、バス内、トイレ内での勧誘は禁止 

※ 地面が赤レンガの部分（学生会館付近、5 号館 B1）での勧誘は禁止 

※ ゼブラスクエアの黒い座る所での勧誘は可能 

※ 旧さくら径の勧誘は禁止 

境界線から赤レンガ 

側は勧誘禁止。 

体育館 2 階入り口は勧誘禁止。 

１階入り口は勧誘可能。 

体育館

の角から

境界線と

して、バ

ス乗り場

方面は勧

誘禁止。 

体育館 第 2駐車場 

  
第 1駐車場 

バイク置場 

車道 

歩道 納品車両、 

緊急車両停車場 

安威キャンパス 

6 号館前は車道を境界線としブ

ロック地面部分が勧誘可能。 

学友会追風 PRボード 
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※ クローバーエリア、並木道、食堂前は勧誘可能。 

※ 追手門学院中・高等学校生徒の迷惑のならないように勧誘をすること 

※ バスターミナル、自転車・バイク置き場は勧誘禁止。 
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 情宣活動を行う場合は、３月２５日（水）窓口開室時間内（運営委員会は 16 時半、学生支援課は 17 時）

に、学友会追風運営委員会（以下、「運営委員会」という。）所定の「情宣活動許可願」を運営委員会に提出する

こと。また、3 月 2５日（水）以降に追加で情宣活動を申請する場合は、通常の「広報活動届（学内用）」を提

出すること。 

【2 月】5 日（水）12 日（水）１９日（水）26 日（水）運営委員会は 16 時半まで 

【3 月】4 日（水）11 日（水）１８日（水）25 日（水）運営委員会は 16 時半まで 

運営委員会の勧誘情宣物専用の事務取扱日として臨時に追加します。 

原則、この日に情宣物・情宣関係書類を提出してください。 

【 情宣活動許可願 】 

 通常の情宣活動時に必要な「広報活動届（学内用）」の代わりとなる書類で、この書類を提出することによっ

て「広報活動届（学内用）」を提出する必要がなくなる。また、この書類は、事前、もしくは同時に「勧誘活動

等に関する誓約書」を提出していなければ受理しないものとする。 

 ・ポスター、立て看板は使用した場所に枚数を記入すること。 

 ・配架物がある場合、[ 希望する ・ 希望しない ] の [希望する] に○をし、配架期間等の他の欄は記入

しないこと。 

 ・配布物はビラ、冊子・パンフレットで希望するものの種類数をそれぞれ記入し、合計も記入すること。 

 ・掲示する場合、認印が押された後、ビニールで包む等の防水加工を施し、その上で備え付けのダンボールに

掲示すること。防水加工を施していないポスターは撤去する。 

 ・情宣物は、風や雨で剥がれることがあるので、定期的にチェックすること。 

 ・ポスター制作にあたり、著作権に反するもの、中傷的な内容のもの、その他公序良俗に反するものは一切許

可しない。 

 ・「情宣物チェック欄」は何も記入しないこと。 

【 ポスター 】

 掲示可能期間 ： 安威キャンパス    3 月 23 日（月） ～ 5 月 29 日（金） 

          総持寺キャンパス  4 月  6 日（月）  〜  5 月 29 日（金） 

 掲示可能場所 ： 安威キャンパス 

2･3･4 号館入口すぐの掲示板と学友会追風 PR ボード（第 2 学友会センター下） 

           2･4 号館、食堂内特設パネル（1 階パネル 2 枚のみ） 

          総持寺キャンパス 

           キャンパス建物内特設パネル（入口 3 か所、2・3・4・5 階各廊下） 

 備考(サイズ) ： 各団体 A4～Ａ3 サイズ、画用紙市販四つ切サイズ 

   (枚 数) ： 勧誘物に限らず、1 団体合計８枚まで 

          （安威キャンパス 5 枚まで、総持寺キャンパス 3 枚まで） 

          ※1 団体において掲示可能場所 1 箇所につき 1 枚までとする。 

 ・5 月 29 日（金）までに各団体が責任を持って撤去すること。撤去しなかった場合には、新入生勧誘ルー

ルに基づき警告を与え、次年度勧誘時のポスター数を制限する。 

 ・勧誘期間中に追加でポスターを掲示したい場合、勧誘目的以外のポスターも、以前に掲示した枚数と合計

して８枚までとする。また、勧誘目的以外のポスターを掲示したいが場所がない場合、普段ならば勧誘期

情宣活動（ポスター、立て看板などを制作・掲示するにあたって）

【重要】情宣物の提出について
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間以外は使えない場所（特設パネルなど）であっても、自団体が既に掲示しているポスターと交換するこ

とを許可する。 

 ・ポスター・ビラの掲示は各団体で行う。また安威・総持寺キャンパス内特設パネルに掲示する場合は、食堂

備品等を踏み台にしないこと。破損・汚損が発覚した場合には直ちに全団体の使用を停止する。 

 ・学内のポスター板、パネルは原則勧誘期間以外では使用できない。 

 ・LINE の ID 等、連絡先を記載するのは自由とするが、それによって掲載者が被る不利益は自己責任とする。 

 ・PR ボードに掲示希望の場合は、情宣物の確認を得たあと、運営委員会へ提出すること。 

【 立て看板 】（安威キャンパスのみ） 

 設置可能期間 ： 3 月 23 日（月） ～ 5 月 29 日（金） 

 設置可能場所 ： 学友会センター裏スロープ 

          将軍山会館前坂道のフェンス 

          体育館 1 階前の用水路付近（掲示板横） 

          学生会館 2 階大ホール入口付近フェンス 

 備考（枚数） ： 勧誘物に限らず、1 団体ベニヤ板合計 3 枚まで 

 ・より多くの団体が利用できるよう、つめて設置すること。 

 ・設置する際には、風などで飛ばないよう、スズラン等でしっかりと上下固定すること。上下固定されていな

い場合、新入生勧誘ルールに基づき警告を与える。警告を与えても固定されていない場合、運営委員会の

判断により撤去する場合がある。 

 ・5 月 29 日（金）までに各団体が責任を持って撤去すること。撤去されていなかった場合には、新入生勧

誘ルールに基づき警告を与え、次年度勧誘時の立て看板数を制限する。 

 ・勧誘期間中に追加で立て看板を設置したい場合、勧誘目的以外の立て看板も、以前に設置した枚数と合計

して 3 枚までとする。また、勧誘目的以外の立て看板を設置したいが場所がない場合、普段ならば勧誘期

間以外は使えない場所（学生会館 2 階大ホール入口付近フェンス）であっても、自団体が既に設置してい

る立て看板と置き換えることを許可する。 

【 配架物 】

  配架可能期間 ： 安威キャンパス  ・3 月 23 日（月） ～ 5 月 29 日（金） 

           総持寺キャンパス ・4 月 6 日（月） 〜 5 月 29 日（金） 

配架可能場所 ： 安威キャンパス  ・4 号館 3 号館 2 号館 食堂棟（1･2 階） 

         総持寺キャンパス ・1 階メインゲート付近に机設置 

・ラック、机の数に限りがあるので、配架可能な数は 1 団体 1 箇所までとする。 

 ・配架場所は、指定のエリア内のラック、机であれば自由に配架してよいものとする。 

 ・冊子・パンフレットは、運営委員会、学生支援課による内容確認の関係上、「情宣活動許可願」とは別に広

報活動届（学内用）を 3 月 4 日（水）までに提出すること 

 ・情宣物を業者へ依頼、またデータで作成する場合は、「学友会追風運営委員会・学生支援課承認済」とテキ

ストを必ず入れた上で作成することで、確認印の代わりとする。その際は、運営委員会・学生支援課の事前

の確認を得てから、業者に校了連絡し印刷にかかること。 

 ・配架物のサイズは B5 以上 A4 以内とする。 

 ・ビラ及び冊子・パンフレットを配架したい場合は、「情宣活動許可願」の [希望する] に○をし、配架期間・

配架場所には何も記入しないこと。 
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【 配布物 】 

配布可能期間 ： 勧誘可能期間と同じ 

 配布可能場所 ： 勧誘可能場所と同じ 

 ・配布後、配布した団体が責任を持って配布物を処理し、学内の美化に務めること。 

 ・運営委員会、学生支援課による内容確認の関係上、冊子・パンフレットは、3 月 4 日（水）、ビラは、3 月

２５日（水）までに原本を提出すること。 

・情宣物を業者へ依頼、またデータで作成する場合は、「学友会追風運営委員会・学生支援課承認済」とテキ

ストを必ず入れた上で作成することで、確認印の代わりとする。その際は、運営委員会・学生支援課の事前

の確認を得てから、業者に校了連絡し印刷にかかること。 

【 プラカード 】 

使用可能期間 ： 勧誘可能期間と同じ 

 使用可能場所 ： 勧誘可能場所と同じ 

 ・サイズは四つ画用紙以内とする。 

 ・プラカード本体は各団体で準備すること。 

【 デモンストレーション 】 

 実施可能時間 ： 別途案内 

 実施可能場所 ： 別途案内 

 ・実施する場合は、広報活動届（学内用）を提出する 1 週間前までに学生支援課で予約を取ること。 

【サンドウィッチマン】 

使用可能期間 ： 勧誘可能期間と同じ 

 使用可能場所 ： 勧誘可能場所と同じ 

 ・大きすぎるもの、周囲に迷惑になるような装飾は禁止。 

 ・前面のみ、背面のみも可能とする。 

【デジタルサイネージ】 

放映期間 ： 勧誘可能期間と同じ 

 放映場所 ： 安威キャンパス（5 号館Ｂ1 階エレベーター・5 階、食堂 1 階） 

        総持寺キャンパス（1 階 WIL HALL3 か所液晶） 

 ・30 秒～1 分以内の PR 動画・静止画とする 

 ・全団体ランダムに放映となります。場所の指定はできません。 

・動画の場合は mp4 形式、スライドの場合は ppt 形式のファイルを学生支援課へ提出 

 送付先：●学生支援課メールアドレス kagaikatsudo@otemon.ac.jp

     ●USB にて持参 

・データは、3 月 4 日（水）までに学生支援課へ提出すること 

【 その他 】 

 ・勧誘期間中、勧誘のための垂れ幕の設置は禁止する。 

 ・不明な点がある場合は、運営委員会に問い合わせること。 

 ・新入生が、自団体以外の団体に見学に行きたいと申し出た場合は、断るのではなくその団体に案内するこ

と。 

 ・クラブ所属学生は、無所属学生を勧誘の手伝いに駆り出さないこと。             以 上



9 

2020 年度勧誘活動によるブース出展についての案内 

例年、ブース備品（机と椅⼦）を各団体で合同学園祭実⾏委員会本部から借⽤してもらい出展してもらってい

ましたが、今年から屋外でのブース出展は実施せず、教室内でのブース出展にすることに致しました。

ブース出展を希望される団体は別紙書類【ブース出展申請書】を提出して下さい。 

原則、下記⽇程でブース出展していただきますが⽇程が合わない場合は、理由を明記の上、別⽇にブース出

展が可能となるよう調整いたします。 

記 

⽇時︓4 月 6 日（月）10︓30〜16︓30 文化グループ、応援団 

4 月 9 日（木）10︓30〜16︓30 トップアスリート、アスリートグループ 

4 月 10⽇（⾦）10︓30〜16︓30 サークル、プランニンググループ、その他団体 

場所︓総持寺キャンパス  2 階教室予定（未定） 

確定次第、改めてご連絡させていただきます。 



勧誘活動様式①

2020 年    月    日（   ）

学生支援課

学友会追風運営委員会 御中

団体名               ㊞

※(団体印)クラブ以外は学生支援課にて押印

責任者学籍番号：               

責任者氏名：                ㊞

勧誘担当者学籍番号：            

勧誘担当者氏名：              

勧誘担当者連絡先：             

勧誘活動等に関する誓約書

□ 勧誘活動に関する誓約（必須項目） 

 我が             では、新入生の勧誘を行うにあたり、2020 年度追手門学院

大学学友会追風新入生勧誘ルール（以下、「新入生勧誘ルール」という。）を遵守し、違反の無い

ように注意致します。

 もし違反があった場合には、学生支援課及び学友会追風運営委員会に処分を一任することを誓

約致します。

□ 花見・新入生歓迎行事に関する誓約（必須項目） 

 我が             では、花見及び新入生歓迎行事の開催にあたり、以下のよう

な迷惑行為が無いように注意致します。

 ・未成年飲酒 ・飲酒の強要 ・ハラスメント行為 ・強制的なイッキコール

 ・一発芸等の強要 ・当日に出たゴミの放置 ・BBQ 等が禁止されている場での実施

 ・その他、著しく常識の範囲から外れた迷惑行為

 もし違反があった場合には、学生支援課及び学友会追風運営委員会に処分を一任することを誓

約致します。

□ 新入生同士の勧誘に関する誓約（新入生同士の勧誘を行う団体のみ） 

 我が             では、入部が決定している新入生が勧誘を行う場合に、その

新入生に新入生勧誘ルールを遵守させ、違反の無いように注意致します。

 もし違反があった場合には、学生支援課及び学友会追風運営委員会に処分を一任することを誓

約致します。

□ 他大学生との勧誘に関する誓約（他大学生を招いた勧誘を行う団体のみ） 

 我が             では、団体に所属する他大学生が勧誘を行う場合に、その他

大学生に新入生勧誘ルールを遵守させ、違反の無いように注意いたします。もし違反があった場

合には、学生支援課及び学友会追風運営委員会に処分を一任することを誓約致します。



追風様式① 

提出日    年  月  日 No．    

追風物品借用書 

［借用品チェックリスト］使用する備品にチェック、個数を記入して下さい。

 借用物品 保有数 個数  借用物品 保有数 個数 

□ スコアボード 1  □ ブルーシート大 3  

□ 段ボール迷路 1  □ ブルーシート小 4  

□ 旧トランシーバー 8  □ 新トランシーバー   

□ テント 2  □ 暗幕 大 2ｍ×1,2ｍ 39  

□ 腕章 多数  □ 暗幕 中 1,8m×1,2m 17  

□ 拡声器 4  □ 暗幕 小 1,5m×1,2m 24  

※貸出期間は一律、一週間とさせていただきます。 

※提出期限は一週間前とさせていただきます。 

誓約書 

この度、私たちは下記の事項を遵守することを誓約致します。 

記 

1． 大切に使用致します。 

2． 破汚損があった場合、すぐに（場所）連絡致します。 

3． 破汚損が重度と判断された場合、弁償致します。 

4． 何かあった場合、追風運営委員会の指示に従います。 

以上 

代表者                印 

部活名

担当者 学籍番号

連絡先

活動場所

活動理由

貸し出し日時

                   部     印

年  ⽉  ⽇（ ）  ：   〜   ：  

～

年  ⽉  ⽇（ ）  ：   〜   ：  



勧誘活動様式② 

 

情宣活動許可願 

 

2020年   月   日（   ） 

追手門学院大学 学生支援課 御中 

追手門学院大学学友会追風運営委員会  御中 

 

団体名               ㊞ 

※(団体印)クラブ以外は学生支援課にて押印 

責任者名              ㊞ 

        学部       学科 

学籍番号                

 

 

 我が             では、右記の通り新入生勧誘に関する情宣活動を行いたく思いますの

で、許可くださいますよう、お願い申し上げます。 

 なお、情宣物の制作にあたっては、情宣活動に関するルールを遵守いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学生支援課 学友会運営委員会 



【 ポスター 】 

  掲示期間 ：     月    日（   ）～   月    日（   ） 

  掲示場所 ： 安威キャンパス  【  】枚 (最大 5枚) 

         内、追風 PRボード希望する □（希望する場合はチェックすること） 

         総持寺キャンパス 【  】枚 (最大 3枚) 

  ※各団体合計 8まで             【情宣物チェック欄    安威   □ □ □ □ □ 】  

                      【情宣物チェック欄   総持寺    □ □ □ 】 

【 立て看板 】 安威キャンパスのみ 

  設置期間 ：     月    日（   ）～   月    日（   ） 

  設置場所 ：【   枚】将軍山会館前坂道のフェンス 

        【   枚】体育館 1階前の用水路付近（掲示板横） 

【   枚】学生会館 2階大ホール入口フェンス 

【   枚】学友会センター裏スロープ 

  ※各団体合計 3枚まで                      【情宣物チェック欄 □ □ □】 

【 配架物 】 

＜安威キャンパス＞ 

[ 希望する ・ 希望しない ]（どちらかに○） 

       [ 冊子 ・ パンフレット ・ ビラ ] （いずれかに○） 

     配架期間 ：4月 1日（水） ～ 5月 29日（金） 

     配架場所 ：配架可能場所と同じ 

【情宣物チェック欄 □ 】 

【学内広報活動届提出チェック欄（冊子・パンフレットのみ）□】 

＜総持寺キャンパス＞ 

 [ 希望する ・ 希望しない ]（どちらかに○） 

       [ 冊子 ・ パンフレット ・ ビラ ] （いずれかに○） 

     配架期間 ：4月 1日（水） ～ 5月 29日（金） 

     配架場所  ：配架可能場所と同じ 

【情宣物チェック欄 □ 】 

【学内広報活動届提出チェック欄（冊子・パンフレットのみ）□】 

 

【 配布物 】 

＜安威キャンパス＞ 

  配布期間 ： 4月１日（水） ～ 5月 29日（金） 

   配布種類 ： 合計    種類 

           ・ビラ（  種類）          【情宣物チェック欄 □   種類】 

           ・冊子・パンフレット（  種類）   【情宣物チェック欄 □   種類】 

【学内広報活動届提出チェック欄（冊子・パンフレットのみ）□】 

 

           ・その他（                             ） 

【情宣物チェック欄 □   種類】 



＜総持寺キャンパス＞ 

配布期間 ： 4月１日（水） ～ 5月 29日（金） 

   配布種類 ： 合計    種類 

           ・ビラ（  種類）         【情宣物チェック欄 □    種類】 

           ・冊子・パンフレット（  種類）  【情宣物チェック欄 □    種類】 

           ・その他（                             ） 

【情宣物チェック欄 □    種類】 

【 プラカード 】 

＜安威キャンパス＞ 

    使用期間 ： 4月 1日（水） ～ 5月 29日（金） 

   使用種類 ： 合計    種類          【情宣物チェック欄 □    種類】 

＜総持寺キャンパス＞ 

 使用期間 ： 4月 1日（水） ～ 5月 29日（金） 

   使用種類 ： 合計    種類          【情宣物チェック欄 □    種類】 

 

【サンドウィッチマン】 

＜安威キャンパス＞ 

   使用期間 ： 4月 1日（水） ～ 5月 29日（金） 

     使用種類 ： 合計    種類         【情宣物チェック欄 □    種類】 

＜総持寺キャンパス＞ 

  使用期間 ： 4月 1日（水） ～ 5月 29日（金） 

     使用種類 ： 合計    種類         【情宣物チェック欄 □    種類】 

 

【デジタルサイネージ】 

＜安威・総持寺キャンパス＞ 

  放映期間 ： 4月 1日（水） ～ 5月 29日（金） 

  放映場所 ： 放映可能場所と同じ 

     放映種類 ： 動画と静止画いずれか 1種類 

【情宣物チェック欄 □ 動画mp4   種類】 

 【情宣物チェック欄 □ 静止画 ppt   種類】 

     

【 その他 】 

  内  容 ：                              

  期  間 ：    月   日（   ） ～    月   日（   ） 

  場  所 ：                              

 以 上 



勧誘活動様式③ 

2020 年  月  日（  ） 

学友会追風運営委員会御中 

ブース出展申請書 

団体名           印 

責任者名          印 

     学部      学科 

学籍番号            

我が           では勧誘活動を行うに当たり、ブースを出展することを希望い

たします。また、日時等は下記の通り申請いたします。 

記 

① 4 月  6 日（月）10：30〜16：30 文化グループ、応援団 

② 4 月  9 日（木）10：30〜16：30 トップアスリート、アスリートグループ 

③ 4 月 10 日（金）10：30〜16：30 サークルグループ、プランニンググループ、その他団体 

原則、上記日程で出展していただきますが、上記の日程で参加できない場合は、別日を希

望する理由を明記の上、下記希望日欄に①〜③の⽇程を選び記⼊してください。

別日希望理由： 

上記①〜③の番号を明記

第 1 希望日    

第 2 希望日    

第 3 希望日    

以上 

学友会運営委員会 


